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別紙 

 

令和２年度地域医療構想を推進するための病床削減支援給付金支給要領 

 

 

１．目的 

   地域医療構想（医療法（昭和 23年法律第 205号）第 30条の４第２項第７号に

規定する「地域医療構想」をいう。以下同じ。）の実現のため、病院又は診療所で

あって療養病床（同法第７条第２項第４号に規定する「療養病床」をいう。）又は

一般病床（同項第５号に規定する「一般病床」をいう。）を有するもの（以下「病

院等」という。）が、病床数の適正化に必要な病床数の削減を行う場合、削減病床

に応じた給付金を支給することにより、地域医療構想の実現を推進することを目

的とする。 

 

２．支給対象 

   平成 30年度病床機能報告において、2018（平成 30）年７月１日時点の機能に

ついて、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対象３区分」とい

う。）のいずれかの医療機能を選択した病棟の稼働病床数を１床以上報告し、令

和２年４月１日から令和３年３月 31 日までの間に対象３区分のいずれかの病床

の削減を行う病院等（以下「病床削減病院等」という。）の開設者又は開設者であ

った者であること。 

    

３．支給の要件 

   次の全てを満たすこと。なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない

病床削減（経営困難等を踏まえた自己破産による廃院）は給付の対象とはならな

い。 

① 地域医療構想を実現するため、病床削減の対象病院等について、病床の機能

分化・連携に必要な病床数の削減を行うものであるという地域医療構想調整会

議（同法第 30条の 14第１項に規定する「協議の場」をいう。以下同じ。）の議

論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県が必要と認めたも

のであること。  

② 病床削減病院等における病床削減後の許可病床数が、平成 30 年度病床機能

報告における稼働病床数の合計の 90％以下であること 

③ 同一年度内に病床削減支援給付金の支給を受けていないこと。 

④ 同一年度内に病床削減病院等の開設者が、同じ構想区域（同法第 30条の４第

２項第７号に規定する「構想区域」をいう。以下同じ。）内で開設する病院を増

床していないこと。 
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４．支給額の算定方法 

 ① 平成 30 年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼

働病床数の合計から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象３区

分の病床稼働率を乗じた数）までの間の削減について、対象３区分の病床稼働

率に応じ、削減病床１床あたり下記の表の額を支給する。 

なお、病床稼働率については、平成 30年度病床機能報告の数値を用いて算出

するものとする。   

病床稼働率 削減した場合の１床あたり単価 

５０％未満 １，１４０千円 

５０％以上６０％未満 １，３６８千円 

６０％以上７０％未満 １，５９６千円 

７０％以上８０％未満 １，８２４千円 

８０％以上９０％未満 ２，０５２千円 

９０％以上 ２，２８０千円 

 ② 一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削

減病床については、１床あたり、2,280千円を交付する。 

 ③ 上記①及び②の算定にあたっては、回復期機能への転換病床数及び介護医療

院への転換病床数を除く。 

 

５．申請に必要な書類 

 ① 地域医療構想を推進するための病床削減支援給付金支給申請書兼口座振込

依頼書 

 ② 許可病床数の変更を示す書類の写し 

 ③ 病床稼働率算出の根拠となる平成 30年度病床機能報告の写し 

 

６．支給方法 

（１）申請及び支給の方法 

① 給付金の支給を受けようとする病床削減病院等は、開設地の都道府県に対し、

５の書類を添えて申請を行う。 

② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の

意見を踏まえた上で、審査を行い、病床削減病院等から支給の申請を受けた病

床削減が地域医療構想を実現するために必要な病床削減であるかの判断を行う。 

③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、当該病床削

減病院等に対して給付金を支給する。 

（２）申請受付開始日及び申請期限 

  ① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努

めた上で、申請受付開始日を決定するものとする。 

② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において
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定める。 

 

７．給付金の返還  

   都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下の

①又は②に定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求める。 

① 給付金の支給を受けた日から 2026年３月 31日までの間に、同一の構想区域

に開設する病院等において、許可病床数を増加させた場合。（ただし、特定の疾

患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が

特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。） 

② 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場

合。 


